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『
周
礼
』
（
『
周
官
経
』
）
は
、
伝
統
的
に
は
周
公
旦
の
手
に
出

る
経
書
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
そ
の
内
容
な
ど
か
ら
、

お
お
む
ね
秦
か
ら
前
漢
期
に
成
立
し
た
文
献
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

む
ろ
ん
、
編
纂
に
際
し
て
戦
国
以
前
の
素
材
が
利
用
さ
れ
た
可
能

性
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
現
行
本
に
近
い
形
の
『
周
礼
』
が
成

立
し
た
の
は
秦
漢
期
だ
と
す
る
の
は
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
定
説
だ
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
最
近
、
平
努
隆
郎
氏
は
「
『
周
礼
』
の
構
成
と
そ
の
成
書

国
」
（
『
東
洋
文
化
』
八
一
号
、
二

0
0
一
年
）
に
お
い
て
下
記
の

よ
う
に
述
べ
、
現
行
本
『
周
礼
』
が
戦
国
燕
に
て
成
書
し
た
と
結

論
づ
け
た
。

夷
や
蛮
（
秋
）
な
ど
の
外
族
に
対
す
る
対
応
や
楽
律
名
称
の

特
色
に
着
目
し
て
み
た
結
果
、
『
周
礼
』
と
い
う
書
物
を
背
後

で
支
え
て
い
る
の
は
、
燕
の
正
統
観
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
た
。
燕
が
称
王
し
て
以
来
滅
ぼ
さ
れ
る
ま
で
の
戦
国
中
期

『
周
礼
』

の
構
成
と
そ
の
外
族
観

S
末
ま
で
に
つ
い
て
成
書
時
期
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
（
ニ

〇
八
頁
。
以
下
、
単
に
頁
を
掲
げ
る
も
の
は
当
該
論
文
か
ら

の
引
用
）

氏
に
よ
る
と
、
『
春
秋
』
お
よ
び
『
公
羊
伝
』
は
田
斉
の
正
統
観

を
、
『
左
伝
』
は
韓
の
正
統
親
を
、
『
穀
梁
伝
』
は
中
山
の
正
統
観

を
、
『
尚
書
』
萬
貢
篇
や
『
竹
書
紀
年
』
は
魏
の
正
統
観
を
示
す
文

献
だ
と
さ
れ
る
（
注
1)°

『
周
礼
』
が
燕
の
正
統
観
を
示
す
文
献
と
し

て
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
戦
国
諸
国
の
経
伝
捏
造
に
よ
る
正
統
争
い

の
一
端
が
、
ま
た
ひ
と
つ
明
ら
か
と
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。

平
努
氏
は
、
『
周
礼
』
を
燕
に
結
び
つ
け
る
根
拠
を
多
数
掲
げ
て

お
り
、
出
土
資
料
な
ど
も
駆
使
し
た
そ
の
行
論
は
重
厚
か
つ
複
雑

で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
氏
の
論
旨
は
次
の
よ
う

に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

①
『
周
礼
』
に
は
冬
官
が
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
、
「
冬
」
が
配
当

さ
れ
る
北
方
を
『
周
礼
』
が
特
別
視
す
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で

井

上

了
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あ
る
。
従
っ
て
『
周
礼
』
は
戦
国
時
代
の
編
纂
に
出
る
。

②
『
周
礼
』
春
官
大
司
楽
は
、
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
の
い
わ
ゆ
る
五

声
の
う
ち
、
商
声
の
み
に
言
及
し
な
い
。
夏
正
で
は
宮
声
を
子

に
配
当
し
、
楚
正
で
は
宮
声
を
辰
に
配
当
す
る
。
夏
正
に
従
う

と
、
商
声
は
寅
す
な
わ
ち
北
方
に
あ
た
る
。
こ
れ
も
、
『
周
礼
』

が
北
方
を
特
別
視
し
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

③
『
周
礼
』
秋
官
に
「
蛮
隷
」
「
閾
隷
」
「
夷
隷
」
「
絡
隷
」
の
官

名
が
見
え
る
が
、
こ
こ
に
「
戎
秋
」
の
名
は
見
え
な
い
。
こ
れ

は
『
周
礼
』
が
「
戎
」
を
問
題
外
だ
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
ま
た
「
蛮
隷
」
「
閲
隷
」
「
夷
隷
」
「
絡
隷
」

の
四
官
と
は
別
に
、
「
司
隷
」
の
官
が
置
か
れ
「
掌
帥
四
蛮
之

隷
、
…
…
」
と
さ
れ
る
。
「
蛮
」
は
「
秋
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

『
周
礼
』
が
「
秋
」
を
特
別
視
す
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

④
「
戎
」
を
無
視
し
「
秋
」
を
特
別
視
す
べ
き
戦
国
王
国
は
、
中

山
と
燕
の
二
国
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
中
山
は
、
自
ら
の
正
統
を

示
す
た
め
『
穀
梁
伝
』
を
成
書
し
て
い
る
。
『
周
礼
』
は
「
絡
」

「
間
」
に
言
及
す
る
が
、
『
穀
梁
伝
』
は
こ
れ
ら
に
言
及
し
な

い
。
故
に
『
周
礼
』
と
『
穀
梁
伝
』
と
は
成
書
国
を
異
に
す
る
。

⑤
『
周
礼
』
に
示
さ
れ
た
天
下
観
は
、
『
礼
記
』
王
制
篇
や
『
孟
子
』

が
示
す
そ
れ
よ
り
も
広
い
。
こ
れ
は
、
古
い
天
下
観
で
は
燕
が

そ
の
圏
外
へ
と
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
天
下
の
拡
大
を

企
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

3
 
2
 
ー

『
周
礼
』
冬
官
が
現
存
せ
ず
、
現
行
本
『
周
礼
』
冬
官
が
『
考

工
記
』
で
も
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
に
属
す
る
。
通

常
こ
れ
は
、
『
周
礼
』
に
本
来
存
在
し
た
冬
官
が
失
わ
れ
た
た
め
と

さ
れ
る
（
注
2
)
。
し
か
し
平
努
氏
は
、
燕
で
編
纂
さ
れ
た
『
周
礼
』

は
、
当
初
か
ら
「
天
官
」
「
地
官
」
「
春
官
」
「
夏
官
」
「
秋
官
」
の

五
篇
の
み
で
あ
っ
た
と
す
る
。

そ
の
論
拠
と
し
て
氏
は
、
下
記
の
諸
点
を
指
摘
す
る
。

ー

『
管
子
』
は
北
方
を
重
視
し
て
お
り
、
統
一
秦
も
北
方

を
重
視
し
て
い
る
。

現
行
本
『
周
礼
』
の
構
成
は
完
全
で
、
冬
官
は
そ
も
そ

も
必
要
な
い
。

冬
官
を
統
括
す
る
と
さ
れ
る
「
司
空
」

存
在
し
な
い
。

「
冬
官
」
の
不
存
在
に
つ
い
て

氏
の
仮
説
は
、
従
来
の
『
周
礼
』
研
究
に
大
き
な
一
石
を
投
じ

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
当
否
は
慎
重
に
検
証
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

本
稿
で
は
氏
の
説
に
つ
い
て
、
上
に
整
理
し
た
論
点
に
沿
い
つ

つ
、
テ
キ
ス
ト
に
即
し
た
追
検
証
を
行
い
た
い
。

は
、
も
と
も
と

(44) 
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『
管
子
』
お
よ
び
秦
の
北
方
重
視

そ
し
て
平
努
氏
は
、

冬
官
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
『
周
礼
』
と
い
う
書
物

が
戦
国
時
代
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
証
拠
だ
て
る
(
-
九
三

頁）

と
述
べ
る
。
こ
の
行
論
の
前
提
に
は
、
戦
国
時
代
に
於
い
て
一
般

に
北
方
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
の
条
件
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
各
々
の
論
点
に
沿
っ
て
検
討
す
る
。

平
努
氏
は
、
『
管
子
』
に
幼
官
篇
が
あ
り
、
ま
た
清
末
の
何
如
琉

が
「
幼
官
」
を
「
玄
宮
」
と
解
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、

マ
マ

こ
の
官
名
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
北
方
に
特
別
の
位
置
づ
け

が
為
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
(
-
九
二

S
一
九
三
頁
）

と
述
べ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
た
だ
『
管
子
』
の
、
し
か
も
清
末
に
お
け

る
解
釈
の
一
例
が
掲
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
「
戦

国
時
代
の
文
献
の
多
く
が
北
方
を
重
視
し
て
お
り
、
漢
代
以
降
の

文
献
に
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
示
さ
れ
て

い
な
い
。
「
『
管
子
』
は
北
方
を
重
視
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
の

み
か
ら
は
、
「
戦
国
時
代
に
成
書
し
た
文
献
は
す
べ
て
北
方
を
重
視

し
て
い
る
」
と
類
推
す
る
こ
と
や
、
ま
し
て
や
「
北
方
を
重
視
し

て
い
る
『
周
礼
』
は
戦
国
時
代
の
産
物
で
あ
る
」
な
ど
と
「
証
拠

立
て
る
」
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

ま
た
氏
は
、
秦
に
よ
る
諸
時
の
祭
祀
対
象
（
『
史
記
』
封
禅
書
の

漢
二
年
、
高
祖
の
発
言
中
に
見
え
る
）
に
「
黒
帝
」
が
含
ま
れ
て

い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

こ
れ
も
北
方
に
特
別
の
位
置
づ
け
が
為
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
(
-
九
三
頁
）

と
述
べ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
戦
国
諸
国
の
祭
祀
が
北
方
重
視
と
い
う
点

で
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
統
一
秦
の

祭
祀
が
戦
国
諸
国
の
そ
れ
と
同
一
だ
と
い
う
こ
と
も
示
さ
れ
て
い

な
い
。
氏
に
よ
る
と
、
秦
始
皇
は
「
複
数
の
中
央
を
滅
ぼ
し
て
、

祖
先
祭
祀
を
秦
の
も
の
に
一
元
化
し
た
」
者
で
は
な
か
っ
た
か
（
一

九
一
頁
）
。
も
し
北
方
重
視
が
燕
に
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も

そ
れ
が
燕
の
正
統
観
を
示
す
も
の
だ
っ
た
な
ら
ば
、
統
一
秦
が
そ

の
よ
う
な
立
場
を
継
承
す
べ
き
必
要
な
ど
有
り
得
な
い
。
ま
た
、

も
し
北
方
重
視
が
戦
国
秦
に
固
有
の
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
『
周

礼
』
を
燕
に
結
び
つ
け
る
必
然
性
は
失
わ
れ
よ
う
（
注
3
)
0

(45) 
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五
官
為
全
経
、
非
有
醐
也
。
（
『
周
礼
訓
網
』
）

さ
て
、
『
周
礼
』
が
成
書
当
初
よ
り
冬
官
を
欠
い
て
い
た
、
と
す

る
説
は
、
一
見
奇
異
で
あ
る
が
、
実
は
古
く
か
ら
唱
え
ら
れ
て
き

た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
明
末
の
陳
深
は

と
主
張
し
て
い
る
（
注
4

)

0

し
か
し
、
『
周
礼
』
が
も
と
も
と
五
篇
だ
っ
た
と
す
る
説
は
、
『
周

礼
』
そ
の
も
の
の
記
述
と
相
容
れ
な
い
。
た
と
え
ば
天
官
小
宰
は

以
官
府
之
六
属
挙
邦
治
。
一
日
天
官
、
其
属
六
十
、
掌
邦
治
。

…
…
二
日
地
官
、
其
属
六
十
、
掌
邦
教
。
…
…
三
日
春
官
、

其
属
六
十
、
掌
邦
礼
。
…
…
四
日
夏
官
、
其
属
六
十
、
掌
邦

政
。
…
…
五
日
秋
官
、
其
属
六
十
、
掌
邦
刑
。
…
…
穴
日
冬

官
‘
其
属
｛
ハ
七
掌
邦
事
。
…
…
以
官
府
之
f
ハ
職
緋
邦
治
。

一
日
治
職
。
…
…
二
日
教
職
。
…
…
三
日
礼
職
。
…
…
四
日

政
職
。
…
…
五
日
刑
職
。
…
…
f
ハ
日
嘩
職
。
…
…

と
し
て
「
冬
官
」
の
存
在
を
明
言
す
る
。
で
あ
る
以
上
、
「
事
」
を

司
る
「
冬
官
」
の
「
属
六
十
」
を
欠
い
た
形
の
ま
ま
で
『
周
礼
』

が
完
本
で
あ
る
、
な
ど
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
戦
国
燕

が
、
冬
官
を
欠
く
五
篇
の
み
の
『
周
礼
』
を
公
布
し
た
な
ら
ば
、

ー

I
2

『
周
礼
』
そ
の
も
の
の
構
成

天
官
小
宰
の
「
官
府
之
六
「
六
日
冬
官
、
其
属
六
十
、
」
な
る

記
述
を
自
己
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

氏
に
よ
る
と
、
『
周
礼
』
中
に
見
え
る
「
職
責
」
の
説
明
に
つ
い

て
「
伝
承
を
も
と
に
解
釈
を
交
え
て
付
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
」
と
さ
れ
る
（
二

0
五
頁
）
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
が
古
い
伝

承
に
基
づ
く
も
の
だ
と
し
て
も
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
破
綻
は
「
解
釈

を
交
え
」
る
際
に
処
理
し
て
お
く
の
が
当
然
で
は
な
い
か
。
た
と

え
ば
「
六
属
」
を
「
五
属
」
に
改
め
、
「
六
日
冬
官
、
其
属
六
十
、
」

な
ど
を
削
除
す
る
程
度
の
改
蹴
は
、
何
ほ
ど
の
こ
と
も
あ
る
ま
い
。

『
周
礼
』
が
も
と
も
と
五
篇
で
あ
っ
た
根
拠
と
し
て
、
氏
は

中
央
は
官
僚
を
通
し
て
治
め
る
も
の
（
天
官
）
だ
が
、
地
方

は
軍
事
（
夏
官
）
と
刑
（
秋
官
）
を
も
っ
て
中
央
の
威
令
を

体
現
し
た
官
僚
が
治
め
る
。
人
と
民
は
、
中
央
の
共
同
祭
祀

（
春
官
）
と
地
方
の
共
同
祭
祀
（
地
官
）
を
も
っ
て
治
め
る
。

と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
『
周
礼
』
に
示
さ
れ
た
構
成
か
ら
す
る

と
、
冬
官
は
必
要
な
い
の
で
あ
る
。
(
-
九
二
頁
）

と
述
べ
る
。
し
か
し
、
あ
る
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
「
現
行
本
よ
り

以
上
の
内
容
は
必
要
な
い
」
と
い
う
判
断
を
示
す
こ
と
と
、
そ
の

テ
キ
ス
ト
が
「
現
行
本
よ
り
以
上
の
内
容
を
過
去
に
持
た
な
か
っ

た
」
と
証
明
す
る
こ
と
と
は
、
お
の
ず
と
異
な
る
次
元
に
属
す
で

あ
ろ
う
。

(46) 
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冬
官
を
統
べ
る
官
と
し
て
は
、
鄭
玄
以
来
、
大
司
空
が
問
題

『
周
礼
』
本
文
に
鑑
み
る
限
り
、
『
周
礼
』
は
「
冬
官
」
を
含
む

六
官
を
具
備
し
て
こ
そ
完
全
と
な
る
文
献
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

『
周
礼
』
作
者
が
、
天
官
小
宰
で
は
「
冬
官
」
の
存
在
を
明
示
し

な
が
ら
、
他
方
で
は
『
周
礼
』
全
体
を
五
篇
と
す
る
な
ど
、
到
底

考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
述
べ
、
ま
た

1
_
3
 
「
司
空
」
と
「
司
寇
」
と

通
常
、
冬
官
を
統
括
す
る
も
の
は
「
司
空
」
だ
と
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
平
努
氏
は
、
「
実
は
、
戦
国
時
代
の
書
物
と
見
ら
れ
る
も
の

に
、
大
司
空
と
大
司
寇
の
混
乱
が
示
さ
れ
て
い
る
。
」
と
し
て
『
左

伝
』
昭
公
十
七
年
に
見
え
る
郊
子
の
発
言
を
引
き

結
局
こ
の
話
は
、
司
空
・
司
寇
両
者
は
、
分
け
て
官
の
系
列
を

立
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
話
に
な
っ
て

い
る
。
前
代
の
官
の
名
称
を
整
理
す
る
過
程
で
は
、
あ
る
い

は
、
分
け
よ
う
と
の
試
み
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

具
体
的
作
業
の
中
で
、
大
司
空
と
大
司
冦
を
分
け
よ
う
と
の

試
み
は
廃
棄
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
(
-
九
三
頁
）
（
注
5
)

に
さ
れ
る
が
、
こ
の
大
司
空
の
「
空
」
は
大
司
寇
の

と
音
通
の
関
係
に
あ
る
。
(
-
九
二
頁
）

後
漢
の
鄭
玄
の
と
き
に
冬
官
は
大
司
空
の
官
で
あ
ろ
う
と
論

じ
た
と
き
に
は
、
す
で
に
そ
の
冬
官
を
欠
く
こ
と
の
意
味
が

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
-
九
三
頁
）

な
ど
と
し
て
、
司
空
は
本
来
存
在
し
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。

平
努
氏
は
「
鄭
玄
以
来
、
大
司
空
が
問
題
に
さ
れ
る
」
「
鄭
玄
の

と
き
に
冬
官
は
大
司
空
の
官
で
あ
ろ
う
と
論
じ
た
」
と
述
べ
る
。

し
か
し
冬
官
に
「
司
空
」
を
配
す
る
の
は
鄭
玄
の
独
創
な
ど
で
は

な
い
。
偽
孔
本
『
尚
書
』
周
官
篇
は
「
六
卿
分
職
、
各
率
其
属
、
」

と
し
て
家
宰
・
司
徒
・
宗
伯
・
司
馬
・
司
寇
・
司
空
を
列
挙
し
て
お
り
、

周
官
篇
が
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
閻
若
膝

『
尚
書
古
文
疏
証
』
第
六
十
二
が
指
摘
す
る
。
百
官
公
卿
表
は

夏
・
殷
亡
聞
焉
、
周
官
則
備
突
。
天
官
家
宰
、
地
官
司
徒
、
春

官
宗
伯
、
夏
官
司
馬
、
秋
官
司
寇
、
冬
官
司
空
、
是
為
六
卿
、

各
有
徒
属
職
分
、
用
於
百
事
。

と
述
べ
、
「
冬
官
司
空
」
を
明
言
す
る
の
で
あ
る
。
『
漢
書
』
成
立

時
点
（
す
な
わ
ち
鄭
玄
以
前
）
に
お
い
て
、
冬
官
に
「
司
空
」
が

配
当
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。

ま
た
『
周
礼
』
そ
の
も
の
に
つ
い
て
見
る
と
、
た
と
え
ば
地
官

「寇」

(47) 
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『
周
礼
』
中
に
お
け
る
五
声
説
の
位
置

2

春
官
大
司
楽
に
お
け
る
商
声
の
欠
如

と
あ
り
、
ま
た
秋
官
大
司
寇
に
は

大
役
、

役
要
、

則
帥
民
徒
而
至
、

以
孜
司
空
之
辟
、

治
其
政
令
。
既
役
、

以
逆
其
役
事
。

凡
万
民
之
有
罪
過
、
而
未
麗
於
法
而
害
於
州
里
者
、
程
桔
而

坐
諸
嘉
石
、
役
諸
司
空
゜

と
あ
る
。
も
し
も
「
司
空
」
が
す
な
わ
ち
「
司
寇
」
で
あ
る
な
ら

ば
、
秋
官
大
司
寇
の
「
役
諸
司
空
」
は
文
意
を
成
さ
な
く
な
る
。

『
周
礼
』
は
明
ら
か
に
、
「
司
寇
」
と
は
別
の
官
と
し
て
「
司
空
」

を
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

平
努
氏
は
、
『
周
礼
』
春
官
大
司
楽
が
商
声
を
特
別
視
し
て
い
る

と
指
摘
し
た
上
で
、
夏
正
に
よ
っ
て
五
声
を
配
当
す
る
と
商
は
北

に
な
る
、
と
の
理
由
に
よ
り
、
『
周
礼
』
が
北
方
を
特
別
視
し
て
い

る
と
主
張
す
る
（
注
6
)
o

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
以
下
、

二
点
を
確
認
す
る
。

則
受
州
里
之

氏
は
、
春
官
大
司
楽
が
宮
・
角
・
徴
・
羽
の
み
に
言
及
し
て
商
に
触

れ
な
い
こ
と
を
「
冬
官
を
欠
く
こ
と
と
同
根
の
説
明
で
あ
ろ
う
」

（
一
九
七
頁
）
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
春
官
大
司
楽
が
商
声
に
言

及
し
な
い
こ
と
を
、
『
周
礼
』
が
北
方
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
の
あ

ら
わ
れ
だ
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
春
官
大
司
楽
の
す
ぐ
後
に
位
置
す
る
春
官
大
師
は

宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
の
「
五
声
」
を
す
べ
て
掲
げ
て
お
り
、
商
声
を

特
別
視
し
て
い
な
い
。

『
周
礼
』
が
宮
よ
り
羽
に
至
る
四
な
い
し
五
声
に
つ
い
て
言
及

す
る
の
は
、
そ
の
全
体
を
通
じ
て
、
春
官
大
司
楽
と
春
官
大
師
と

の
二
箇
所
の
み
で
あ
る
。
前
者
は
祭
祀
に
用
い
る
音
楽
と
し
て
宮
・

角
・
徴
・
羽
の
四
声
を
挙
げ
、
後
者
は
「
五
声
」
と
し
て
宮
・
商
•
角
・

徴
・
羽
す
べ
て
を
列
挙
す
る
。
な
ぜ
祭
祀
に
つ
い
て
商
を
欠
く
の
か

に
つ
い
て
、
『
周
礼
』
は
何
も
説
明
し
な
い
。

故
に
、
北
方
を
重
視
す
る
の
が
『
周
礼
』
全
体
を
貫
く
立
場
だ

と
解
釈
す
べ
き
必
然
性
は
な
い
。
鄭
注
の
、
「
祭
に
は
柔
を
尚
ぶ
。

商
は
堅
剛
だ
か
ら
用
い
な
い
。
」
と
の
説
明
が
通
用
し
て
き
た
こ
と

は
、
上
記
の
よ
う
な
解
釈
が
排
他
的
な
必
然
性
を
持
た
な
い
こ
と

を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
（
注
7
)
0

な
お
平
努
氏
は
、
『
公
羊
伝
』
や
『
穀
梁
伝
』
に
つ
い
て
、
微
言

を
見
出
す
た
め
に
は
書
物
の
冒
頭
と
末
尾
と
に
注
目
せ
よ
と
説
く

(48) 
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（注
8
)
。
と
こ
ろ
で
春
官
大
司
楽
は
、
『
周
礼
』
五
篇
の
う
ち
、
ほ
ぼ

中
央
に
位
置
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
所
に
お
い
て
宮
・
角
・
徴
・
羽
を

説
く
、
つ
ま
り
商
を
欠
く
と
い
う
こ
と
は
、
微
言
と
し
て
有
効
に

は
機
能
し
得
な
い
だ
ろ
う
。

春
官
大
司
楽
と
戦
国
魏
と
の
関
係

平
努
氏
は
、
『
周
礼
』
が
北
方
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、

北
方
を
重
視
し
て
い
る
『
周
礼
』
は
戦
国
時
代
の
産
物
だ
と
主
張

す
る
。
し
か
し
以
上
の
行
論
で
は
、
戦
国
諸
国
の
う
ち
何
れ
の
王

国
が
『
周
礼
』
を
編
纂
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
（
注
9
)
0

と
こ
ろ
で
、
『
漢
書
』
芸
文
志
は

六
国
之
君
、
魏
文
侯
最
為
好
古
。
孝
文
時
得
其
楽
人
寅
公
、

献
其
書
、
乃
周
官
大
宗
伯
之
大
司
楽
章
也
。

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
魏
文
侯
の
楽
人
で
あ
っ
た
「
寅
公
」
の
「
書
」

が
、
『
周
礼
』
春
官
の
「
大
司
楽
章
」
（
と
同
内
容
）
だ
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
「
賓
公
」
の
「
書
」
は
、
河
間
献
王
が
編
纂
し
た
と

い
う
『
楽
記
』
二
十
三
篇
の
う
ち
「
賓
公
第
二
十
三
」
に
流
用
さ

れ
た
も
の
ら
し
い
（
注
10)0

平
努
氏
に
よ
る
と
、
戦
国
魏
は
『
尚
書
』
萬
貢
篇
や
『
竹
書
紀

年
』
に
よ
っ
て
自
ら
の
正
統
親
を
示
し
、
戦
国
燕
は
『
周
礼
』
に

と
述
べ
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
周
礼
』
中
に
「
戎
」
字
は
十
七
例
が
見

氏
は
3
I
ー

『
周
礼
』
に
見
え
る
「
戎
」
「
狭
」

よ
っ
て
自
ら
の
正
統
観
を
示
し
た
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
漢
代
に

は
、
『
周
礼
』
の
う
ち
春
官
大
司
楽
に
関
し
て
、
燕
で
は
な
く
魏
に

由
来
す
る
も
の
だ
と
の
認
識
が
通
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
こ
れ
は
、
戦
国
時
代
に
行
わ
れ
た
と
い
う
「
正
統
抗
争
」

よ
り
遥
か
に
遅
れ
る
、
漢
代
に
お
け
る
認
識
に
す
ぎ
な
い
。
し
か

し
、
『
周
礼
』
春
官
大
司
楽
を
燕
と
関
連
付
け
る
な
ら
ば
、
ま
ず
は

『
漢
書
』
芸
文
志
の
記
事
を
否
定
し
、
否
定
の
根
拠
を
示
す
べ
き

で
あ
ろ
う
（
注
1
1
)
0

「
秋
」
の
重
視

ま
た
平
努
氏
は
、
『
周
礼
』
が
秋
を
重
視
し
戎
を
無
視
し
て
い
る

と
し
、
こ
れ
を
戦
国
燕
成
書
説
の
有
力
な
根
拠
と
し
て
い
る
（
注
1
2
)
0

以
下
、
こ
の
指
摘
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
い
た
い
。

般
に
、
史
料
に
言
及
さ
れ
る
場
合
の
戎
は
、
周
囲
の
外
族

の
一
っ
と
し
て
示
さ
れ
る
。
(
-
九
七
頁
）

3
 

(49) 
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秋
官
司
隷
に
見
え
る
「
四
蛮
」

え
る
も
の
の
、
う
ち
実
に
十
五
例
が
軍
事
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
秋
官
掌
交
に
「
諭
九
税
之
利
、
九
礼
之
親
、

九
牧
之
維
、
九
禁
之
難
、
九
戎
之
威
。
」
と
あ
り
、
夏
官
馬
質
が
「
戎

馬
」
「
田
馬
」
「
駕
馬
」
を
区
別
す
る
が
ご
と
き
で
あ
る
。

残
る
二
例
、
す
な
わ
ち
夏
官
職
方
氏
の

緋
其
邦
国
・
都
郡
・
四
夷
•
八
蛮
・
七
閾
・
九
絡
．
五
戎
・
六
秋
之
人

民
奥
其
財
用
・
九
穀
・
六
畜
之
数
要
。

お
よ
び
、
秋
官
象
脊
の

掌
蛮
．
夷
•
閲
・
絡
．
戎
．
秋
之
国
使
。

は
、
明
ら
か
に
外
族
と
し
て
の
「
戎
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
周

礼
』
は
、
「
戎
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
」
（
一
九
九
頁
）

も
な
け
れ
ば
、
「
問
題
外
と
い
う
こ
と
」
(
-
九
七
頁
）
も
な
い
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
文
脈
中
で
「
戎
」
と
「
秋
」
と
が
同
格
と
し
て

併
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
秋
官
司
隷
の
職
掌
は
、
「
掌
五
隷
之
法
、
…
…
」
と

「
掌
帥
四
蛮
之
隷
、
…
…
」
と
の
二
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
問
題

と
な
る
の
は
、
「
五
隷
（
之
法
）
」
と
「
四
蛮
之
隷
」
で
あ
る
。

『
周
礼
』
秋
官
は
、
「
司
隷
」
に
続
け
て
「
罪
隷
」
「
蛮
隷
」
「
閾

隷
」
「
夷
隷
」
「
絡
隷
」
の
五
官
を
掲
げ
る
。
「
五
隷
」
を
こ
れ
ら

五
官
と
見
な
す
点
は
、
平
努
氏
も
鄭
注
な
ど
と
立
場
を
同
じ
く
す

る
。
し
か
し
氏
は
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で

マ

マ

そ
の
上
で
「
四
隷
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
蛮
隷
•
閲
隷
・

夷
隷
．
絡
隷
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
蛮
は
み
ず
か
ら
を
取
り

マ
マ

巻
く
四
方
の
外
族
の
相
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(
-
九
七
頁
）

と
解
釈
を
進
め
る
（
注
1
3
)
0

さ
て
、
秋
官
司
隷
は
「
掌
帥
四
蛮
之
隷
、
使
之
皆
服
其
邦
之
服
、

執
其
邦
之
兵
、
守
王
宮
奥
野
舎
之
腐
禁
。
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
れ

に
対
応
し
て
、
秋
官
蛮
隷
は
「
其
在
王
宮
者
、
執
其
国
之
兵
、
以

守
王
宮
。
在
野
外
、
則
守
属
禁
。
」
と
さ
れ
、
秋
官
夷
隷
・
秋
官
絡

隷
も
同
様
と
さ
れ
る
（
注
14)°

す
な
わ
ち
、
秋
官
司
隷
に
い
う
「
四

蛮
之
隷
」
が
秋
官
蛮
隷
・
秋
官
閻
隷
・
秋
官
夷
隷
・
秋
官
絡
隷
の
四
者

を
指
す
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
蛮
•
閲
・
夷
・
絡
な
る
四
者

が
「
四
蛮
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

し
か
し
、
さ
ら
に
飛
躍
し
て
、
『
周
礼
』
に
お
け
る
「
蛮
」
を
「
み

ず
か
ら
を
取
り
巻
く
四
方
の
外
族
」
の
総
称
だ
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か
。
「
四
蛮
」
の
「
四
」
と
は
「
み
ず
か
ら
を
取
り

巻
く
四
方
」
な
の
か
。

も
し
「
四
蛮
」
が
四
方
の
外
族
を
指
す
総
称
で
「
蛮
」
が
外
族

(50) 
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も
っ
と
も
平
努
氏
は
、
夏
官
職
方
氏
の

絡
・
五
戎
•
六
秋
」
に
つ
い
て

3
1
3
 

「
四
夷
・
八
蛮
・
七
閾
・
九

一
般
を
指
す
も
の
な
ら
ば
、
夏
官
職
方
氏
に
見
え
る
「
八
蛮
」
「
九

絡
」
が
「
み
ず
か
ら
を
取
り
巻
く
八
方
（
九
方
）
の
外
族
」
を
指

す
総
称
で
あ
り
、
「
蛮
」
「
絡
」
が
外
族
の
汎
称
で
あ
る
可
能
性
も

考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
、
地
官
師
氏
に
見
え
る
「
四
夷
（
之
隷
）
」

（
後
述
）
が
「
み
ず
か
ら
を
取
り
巻
く
四
方
の
外
族
」
の
総
称
で
、

『
周
礼
』
が
「
夷
」
を
特
別
視
し
て
い
る
と
も
考
え
得
よ
う
。

た
と
え
ば
『
尚
書
』
発
典
（
偽
孔
本
の
舜
典
）
な
ど
に
見
え
る

「
三
苗
」
を
「
み
ず
か
ら
を
取
り
巻
く
三
方
の
苗
族
」
と
解
し
、

も
っ
て
「
苗
」
を
外
族
一
般
と
解
す
る
論
者
は
、
管
見
の
及
ぶ
限

り
で
は
皆
無
で
あ
っ
た
。

夏
官
職
方
氏
の
「
七
閲
」
「
六
秋
」
な
ど
は
、
鄭
注
の
ご
と
く
、

「
七
か
国
（
ま
た
は
七
部
族
）
の
閲
」
「
六
か
国
の
秋
」
を
意
味
す

る
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
秋
官
司
隷
に
見
え
る
「
四
蛮
」

は
、
単
に
蛮
•
閲
・
夷
・
絡
な
る
「
四
種
の
異
族
」
の
総
称
だ
と
解
す

れ
ば
足
り
、
こ
と
さ
ら
に
「
み
ず
か
ら
を
取
り
巻
く
四
方
の
外
族
」

の
汎
称
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
は
無
い
。

『
周
礼
』
の
「
建
前
」
と
、
「
本
音
」

こ
の

こ
こ
に
は
、
周
と
し
て
の
建
前
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

建
前
に
あ
っ
て
は
、
夷
・
蛮
・
閾
・
絡
・
戎
・
秋
が
問
題
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
建
前
を
は
ず
れ
る
と
、

上
述
し
た
よ
う
に
、
四
蛮
た
る
蛮
隷
・
閲
隷
・
夷
隷
・
絡
隷
が
論

じ
ら
れ
る
。
(
-
九
八
頁
）

夏
官
職
方
氏
に
あ
っ
て
は
、
建
前
と
し
て
の
周
の
天
下
が
語

ら
れ
、
そ
れ
と
は
別
の
文
脈
で
、
秋
官
司
隷
な
ど
の
外
族
観

が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
の
外
族
観
が
『
周
礼
』

の
正
統
観
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
（
ニ

〇
八
頁
）

と
述
べ
る
。
誤
解
を
避
け
る
た
め
付
言
す
る
と
、
こ
こ
で
言
う
「
建

前
」
と
は
、
古
え
の
周
の
天
下
に
燕
を
含
め
る
た
め
、
周
の
天
下

を
従
来
の
「
方
三
千
里
」
か
ら
「
方
万
里
」
へ
拡
大
す
る
た
め
の

「
建
前
」
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
（
注
15)
。
『
周
礼
』
中
の
矛
盾
す

る
記
述
に
つ
い
て
、
一
方
を
「
周
代
」
の
も
の
、
他
方
を
「
戦
国

時
代
」
の
も
の
と
分
別
す
る
の
は
、
鄭
玄
の
そ
れ
に
類
似
す
る
処

理
法
だ
と
い
え
よ
う
。

経
文
の
一
部
の
み
を
正
統
観
を
示
す
本
音
だ
と
し
て
採
用
し
、

他
の
一
部
は
古
え
の
事
を
述
べ
た
「
建
前
」
に
過
ぎ
な
い
と
し
て

排
除
す
る
の
は
、
判
断
に
主
観
を
交
え
る
危
険
を
伴
う
。
『
周
礼
』

が
秘
め
る
真
意
を
追
求
す
る
に
際
し
て
、
『
周
礼
』
中
に
秋
を
特
別

(51) 



3320 

視
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
を
論
拠
と
し
な
が
ら
、
同
じ
『
周
礼
』

中
に
秋
を
特
別
視
し
な
い
記
述
が
あ
る
こ
と
を
度
外
視
す
る
の
は
、

万
人
を
直
ち
に
納
得
さ
せ
得
る
方
法
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
夏
官

職
方
氏
は
、
鏑
京
（
宗
周
）
で
は
な
く
「
洛
陽
を
中
央
と
し
」
て

い
る
と
い
う
(
-
九
八
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
記
述
を
「
周
と
し
て
の

建
前
」
（
同
頁
）
、
「
建
前
と
し
て
の
周
の
天
下
」
（
二

0
七
頁
）
だ

と
規
定
し
、
「
戦
国
時
代
の
現
実
」
と
は
別
だ
と
す
る
（
同
頁
）
た

め
に
は
、
や
は
り
相
応
の
説
明
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

も
し
も
、
『
周
礼
』
を
一
人
一
時
の
作
と
し
て
統
一
的
に
理
解
す

る
な
ら
ば
、
「
四
蛮
」
と
は
、
外
族
の
一
に
す
ぎ
な
い
「
秋
」
と
は

異
な
る
概
念
、
四
種
の
異
族
の
総
称
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

も
し
も
、
秋
官
司
隷
の
「
四
蛮
」
を
「
秋
」
と
解
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
立
場
は
、
同
じ
く
秋
官
の
象
脊
が
「
蛮
．
夷
•
閲
・
絡
・
戎
．
狭
」

を
並
列
し
、
ま
た
夏
官
職
方
氏
が
「
国
・
都
郡
・
四
夷
・
八
蛮
・
七
閻
・

九
絡
・
五
戎
・
｛
ハ
狭
」
を
並
列
す
る
立
場
と
、
明
ら
か
に
対
立
す
る
。

『
周
礼
』
中
の
「
秋
」
は
「
蛮
」
「
戎
」
な
ど
と
併
置
さ
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
り
、
秋
官
司
隷
以
下
は
、
こ
れ
ら
と
は
異
な
る
立
場

か
ら
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

も
し
も
、
「
四
蛮
」
を
「
秋
」
と
解
し
、
な
お
か
つ
『
周
礼
』
を

燕
王
権
に
よ
る
一
時
の
作
と
す
る
な
ら
ば
、
『
周
礼
』
中
に
出
現
す

る
「
自
己
矛
盾
」
を
処
理
す
る
た
め
、
「
一
方
が
『
周
礼
』
の
本
音

で
あ
り
、
他
方
は
建
前
で
あ
る
」
と
の
弁
別
を
行
う
必
要
が
生
じ

る
の
で
あ
る
。

「
四
雷
之
隷
」
と
「
四
夷
之
隷
」

と
こ
ろ
で
平
努
氏
は
、
秋
官
司
隷
と
関
係
を
有
す
官
と
し
て
、

マ
マ地
官
典
祀
（
注
16)

の

若
以
時
祭
祀
、
則
帥
其
属
而
脩
除
、
徴
役
干
司
隷
而
役
之
。

及
祭
、
帥
其
属
而
守
其
腐
禁
而
輝
之
。

に
は
注
目
し
な
い
（
注
17)
。
だ
が
、
こ
の
記
述
が
秋
官
司
隷
の

帥
四
蛮
之
隷
、
使
之
皆
服
其
邦
之
服
、

宮
奥
野
舎
之
腐
禁
。

と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
こ
と
は
容
易
に
予
想
さ
れ
よ
う
。
で
あ

る
以
上
、
地
官
師
氏
の
「
四
夷
之
隷
」
と
秋
官
司
隷
の
「
四
蛮
之

隷
」
と
の
関
係
、
お
よ
び
四
蛮
の
一
た
る
「
夷
」
と
「
四
夷
」
と

の
関
係
に
つ
い
て
、
『
周
礼
』
の
立
場
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
し
、
地
官
師
氏
の
記
述
•
夏
官
職
方
氏
の
記
述
・
秋
官
象
脊
の

使
其
属
、
帥
四
夷
之
隷
、
各
以
其
兵
服
守
王
之
門
外
、
且
輝
。

の
み
に
注
目
し
、
地
官
師
氏
の

3
_
4
 

執
其
邦
之
兵
、

守
王
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な
る
ほ
ど
経
伝
に
お
い
て
は
、
「
蛮
」
字
と
「
秋
」
字
と
は
仮
借

の
関
係
を
示
す
こ
と
が
多
い
（
注
18)
。
し
か
し
平
努
氏
は
一
方
で
、

マ
マ

租
は
み
ず
か
ら
を
取
り
巻
く
四
方
の
外
族
の
相
称
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
戎
秋
の
秋
が
外
族
の
―
つ
で
あ
る
の

と
は
明
ら
か
に
異
な
る
意
識
を
示
す
。
(
-
九
七
頁
）

と
述
べ
、
「
輩
」
と
「
秋
」
と
を
区
別
す
る
意
識
を
『
周
礼
』
に
見

出
す
（
注
19)
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
ろ
う
。

「
四
蛮
」
と
は
、
実
は
「
四
秋
」
に
他
な
ら
な
い
。
(
-
九
七

頁）
3
_
5
 

記
述
を
全
て
「
建
前
」
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の

「
建
前
」
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
唯
―
つ
の
「
本
音
」
で
あ

る
秋
官
司
隷
な
ど
に
は
、
正
統
観
を
誇
示
す
る
何
ほ
ど
の
効
果
も

期
待
で
き
ま
い
。
し
か
も
こ
の
「
本
音
」
は
、
春
官
大
司
楽
と
同

様
、
『
周
礼
』
の
冒
頭
に
示
さ
れ
て
る
わ
け
で
も
末
尾
に
示
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
。「

蛮
」
と
「
秋
」
と
の
関
係

平
努
氏
は
「
蛮
」
を
「
秋
」
と
同
一
視
し
、
「
四
蛮
」
の
重
視
を

根
拠
と
し
て
『
周
礼
』
が
「
秋
」
を
重
視
す
る
と
断
定
す
る
。

な
お
付
言
す
る
な
ら
ば
、
平
努
氏
は
、
『
尚
書
』
を
検
討
す
る
に
際

し
て
は
「
蛮
」
と
「
秋
」
と
を
別
物
と
扱
っ
て
い
る
（
注
2
0
)
0

『
周
礼
』
は
一
般
に
、
「
秋
」
を
「
蛮
」
「
夷
」
「
戎
」
な
ど
と

同
列
に
置
く
。
し
か
し
平
努
氏
は
、
秋
官
司
隷
に
見
え
る
「
蛮
」

を
「
い
わ
ゆ
る
戎
秋
の
秋
」
と
峻
別
し
、
「
明
ら
か
に
異
な
る
意
識
」

な
る
も
の
を
強
調
し
た
上
で
、
『
周
礼
』
が
「
蛮
」
を
特
別
視
し
て

い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
『
周
礼
』
が
「
蛮
」
を
特
別
視
し
て

い
る
と
指
摘
し
終
え
る
と
、
今
度
は
「
蛮
」
は
「
秋
」
に
他
な
ら

な
い
、
と
の
立
場
に
転
じ
、
『
周
礼
』
は
「
秋
」
を
特
別
視
し
て
い

る
、
と
い
う
結
論
を
得
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
秋
官
司
隷
に
お
け
る
「
四
蛮
」
は
、
平
勢
氏
の
指
摘
す

る
通
り
、
蛮
・
閻
・
夷
・
絡
な
る
四
者
の
総
称
と
解
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
「
四
蛮
」
を
「
み
ず
か
ら
を
取
り
巻
く
四
方
の
秋
」
と

解
し
、
こ
れ
を
『
周
礼
』
全
体
に
推
し
及
ぼ
し
て
、
「
四
方
の
外
族

マ
マ

の
相
称
」
を
「
秋
」
だ
と
す
る
の
が
『
周
礼
』
の
正
統
観
を
示
す

と
す
る
が
ご
と
き
説
は
、
夏
官
職
方
氏
や
秋
官
象
脊
な
ど
の
記
述
、

つ
ま
り
『
周
礼
』
の
経
文
そ
の
も
の
に
矛
盾
す
る
。
秋
官
象
脊
な

ど
の
記
述
す
べ
て
を
「
建
前
」
と
し
て
抹
殺
す
べ
き
充
分
な
理
由

が
示
さ
れ
ず
、
ま
た
「
蛮
」
と
「
秋
」
と
の
関
係
が
統
一
的
に
示

さ
れ
な
い
限
り
、
こ
の
よ
う
な
説
に
妥
当
性
を
認
め
る
こ
と
は
困

難
で
あ
ろ
う
。

(53) 



3322 

平
努
氏
は
、
『
周
礼
』
が
「
秋
」
を
特
別
視
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
か
ら
、
下
記
の
よ
う
に
論
を
進
め
る
。

秋
を
特
別
に
扱
い
、
戎
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
と
い
う
こ
と

だ
か
ら
、
念
頭
に
お
く
べ
き
国
家
は
し
ぼ
ら
れ
て
く
る
。
燕

と
中
山
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
中
山
に
つ
い
て
は
、
『
穀
梁
伝
』

を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
九
九
頁
）
（
注
21)

絡
や
閲
に
言
及
す
る
『
周
礼
』
の
立
場
と
、
こ
れ
ら
に
言
及

し
な
い
『
穀
梁
伝
』
の
立
場
は
異
な
る
。
『
周
礼
』
と
『
穀
梁

伝
』
の
成
書
国
は
異
な
る
だ
ろ
う
。
（
二

0
二
頁
）

『
周
礼
』
の
成
書
国
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
お
く
べ
き
な
の

は
、
中
山
・
燕
の
う
ち
、
『
穀
梁
伝
』
の
成
書
国
の
中
山
を
除

い
て
残
る
燕
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
二

0
三
頁
）

こ
の
よ
う
な
消
去
法
に
よ
る
論
証
が
危
険
だ
と
い
う
こ
と
は
、

改
め
て
指
摘
す
る
必
要
も
な
か
ろ
う
。
故
に
本
稿
で
は
、
別
の

4
 4

l
1

春
秋
お
よ
び
三
伝
に
お
け
る
「
閻
」
「
絡
」

中
山
か
燕
か

ま
た
氏
は
、
「
閲
や
絡
を
問
題
に
す
る
と
、
つ
い
つ
い
漢
代
を
想

起
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
」
（
二

0
三
頁
）
と
認
め
る
。
そ
の

通
り
、
「
閾
」
と
は
漢
代
に
お
け
る
東
越
（
福
建
省
）
の
別
名
で
あ

る
。
も
し
『
周
礼
』
が
戦
国
時
代
の
燕
（
河
北
省
）
で
成
立
し
た

な
ら
ば
、
そ
の
中
に
「
閾
」
が
見
え
る
こ
と
は
問
題
と
さ
れ
よ
う
。

4
1
2
 

実
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
『
春
秋
』
の
経
文
に
は
「
閲
」
も
「
絡
」

も
見
え
な
い
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
（
注
22)0

で
あ
る
以
上
、
『
春
秋
』
の
伝
と
い
う
体
裁
を
と
る
『
穀
梁
伝
』

が
「
閲
」
や
「
絡
」
に
言
及
し
な
い
の
は
、
い
わ
ば
当
然
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
も
っ
て
『
周
礼
』
と
の
関
係
を
考
え
る
の
は
、
『
穀
梁

伝
』
の
性
格
を
無
視
し
た
暴
論
に
す
ぎ
な
い
。

『
穀
梁
伝
』
に
「
閲
」
「
絡
」
が
見
え
な
い
主
要
な
原
因
は
、
中

山
の
正
統
観
な
ど
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
『
春

秋
』
経
文
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
平
努
氏
に
よ

る
と
、
『
春
秋
』
は
田
斉
の
正
統
観
を
示
す
た
め
編
纂
さ
れ
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
『
穀
梁
伝
』
に
「
閲
」
「
絡
」
が
見
え
な

い
と
い
う
事
実
は
、
中
山
や
燕
で
は
な
く
、
田
斉
の
正
統
観
と
い

う
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
閲
」
と
「
越
」
と

(54) 
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マ
マ

前
三
二
九
年
に
楚
の
威
王
が
越
王
無
彊
を
大
破
し
た
。
そ
の

後
の
越
は
山
東
の
附
根
に
当
た
る
瑕
邪
を
都
と
し
て
斉
の
庇

護
を
受
け
つ
つ
、
か
つ
て
の
呉
の
地
・
越
の
地
に
は
た
ら
き
か

け
て
叛
乱
を
起
こ
さ
せ
、
楚
の
背
後
を
脅
か
し
た
。
こ
の
越

お
よ
び
楚
に
対
し
て
叛
乱
を
く
り
か
え
す
越
の
民
を
念
頭
に

お
い
て
、
閲
と
称
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。
（
二
百
二

S
二
O

三
頁
）

燕
に
は
、
斉
の
背
後
に
あ
る
越
の
動
静
は
比
較
的
入
り
や
す

い
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
二

0
三
頁
）

と
述
べ
て
、
「
閲
」
を
秦
漢
期
か
ら
戦
国
中
期
へ
遡
ら
せ
、
し
か
も

「
長
江
流
域
以
南
」
（
注
23)

で
は
な
く
「
淮
水
以
東
を
さ
す
言
葉
と

理
解
す
る
」
（
二

0
二
頁
）
。

『
周
礼
』
経
文
が
「
閾
」
の
定
義
を
示
し
て
い
な
い
以
上
、
こ

の
よ
う
な
「
読
み
替
え
」
の
是
非
は
『
周
礼
』
経
文
の
み
か
ら
は

判
断
で
き
な
い
。
そ
こ
で
他
資
料
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
る
と
、

「
閲
」
な
る
呼
称
は
、
『
史
記
』
に

閾
越
王
無
諸
及
越
東
海
王
揺
者
、
其
先
皆
越
王
句
践
之
後
也
、

姓
蒻
氏
。
秦
已
井
天
下
‘
皆
廃
為
君
長
、
以
其
地
為
闘
中
郡
。

…
…
漢
五
年
、
復
立
無
諸
為
閾
越
王
、
王
閲
中
故
地
、
都
東

し
か
し
氏
は
、

5

天
下
説

冶
。
（
東
越
列
伝
）

楚
威
王
興
兵
而
伐
之
、
大
敗
越
、
殺
王
無
彊
。
…
…
後
七
世
、

至
闘
君
揺
、
佐
諸
侯
平
秦
。
（
越
王
句
践
世
家
）

と
あ
る
の
が
初
出
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
間
」
は
、
秦
始

皇
が
設
置
し
た
郡
名
と
し
て
『
史
記
』
に
初
見
し
、
先
秦
諸
書
に

そ
の
用
例
を
見
な
い
（
注
24)
。
も
し
『
周
礼
』
が
戦
国
燕
の
成
書
に

出
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
「
閾
」
の
用
例
と
し
て
最
古
の
も
の
と
な

る（注
25)
。
ま
た
、
淮
河
以
東
の
総
称
と
し
て
「
閲
」
字
を
用
い
た

例
は
、
管
見
の
限
り
で
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

「
閲
」
な
る
呼
称
が
戦
国
中
期
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
「
閲
」
す
な
わ
ち
瑕
邪
の
越
に
隣
接
し
、
こ
れ
を
庇
護
し
て

い
た
と
い
う
斉
は
、
『
春
秋
』
お
よ
び
『
公
羊
伝
』
を
編
纂
し
た
王

国
で
は
な
か
っ
た
か
（
注
26)°

『
左
伝
』
の
成
書
国
た
る
韓
や
、
『
穀

梁
伝
』
の
成
書
国
た
る
中
山
に
は
、
「
斉
の
背
後
に
あ
る
越
の
動
静
」

は
入
ら
な
か
っ
た
の
か
。
『
春
秋
』
『
公
羊
伝
』
『
左
伝
』
に
「
閤
」

字
が
全
く
見
え
な
い
理
由
に
つ
い
て
説
明
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

平
努
氏
は
、
『
周
礼
』
の
天
下
観
が
戦
国
燕
の
正
統
観
に
適
合
的

だ
と
指
摘
し
て
、
最
終
的
に
『
周
礼
』
の
成
書
国
を
燕
だ
と
結
論
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づ
け
る
。

る
が
、

そ
の
行
論
は
他
書
の
「
正
統
観
」
と
も
複
雑
に
関
連
す

下
記
に
お
い
て
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
よ
う
。

周
の
天
下
に
つ
い
て
は
、
『
尚
書
』
萬
貢
は
九
州
の
名
称
と
具

体
的
地
名
を
挙
げ
、
そ
れ
が
戦
国
時
代
の
天
下
に
等
し
い
こ

と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
天
下
は
戦
国
時
代

の
認
識
か
ら
い
っ
て
方
万
里
に
な
る
。
（
二

0
七
頁
）

『
周
礼
』
の
い
う
九
州
も
名
称
は
萬
貢
と
同
じ
で
あ
る
。
『
周

礼
』
は
、
周
の
官
と
い
う
建
前
か
ら
周
の
天
下
た
る
九
州
を

語
り
、
そ
れ
は
戦
国
時
代
に
お
け
る
九
州
と
同
じ
領
域
で
あ

っ
た
。
そ
の
九
州
を
語
る
に
つ
い
て
は
、
外
族
の
名
称
は
、

か
つ
て
の
建
前
と
は
異
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
『
周
礼
』

の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
二

O
七
S
二
0
八
頁
）

『
礼
記
』
王
制
の
場
合
に
、
周
代
の
「
方
三
千
里
」
が
戦
国

時
代
の
「
方
万
里
」
に
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
し
た
と
考
え
ら
れ

る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
中
原
こ
そ
が
周
代
以
来
の
天
下

の
中
心
だ
と
い
う
意
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う

説
明
さ
れ
た
の
で
は
、
燕
は
周
代
に
は
「
方
三
千
里
」
の
外

に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
燕
に
は
甚
だ
ま
ず
い
こ
と
に
な

る
と
い
う
事
情
が
、
『
周
礼
』
に
反
映
さ
れ
て
、
周
代
に
つ
い

て
も
「
方
万
里
」
を
念
頭
に
置
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で

こ
こ
で
い
う
「
建
前
」
と
は
、
『
周
礼
』
夏
官
職
方
氏
が
揚
州
・

荊
州
・
豫
州
・
青
州
・
尭
州
・
苑
州
・
幽
州
・
翼
州
・
井
州
を
列
挙
す
る
こ

と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
夏
官
職
方
氏
が
列
挙
す
る
九
州

は
、
『
尚
書
』
萬
貢
篇
の
九
州
に
対
し
、
徐
州
・
梁
州
を
欠
き
、
幽

州
・
井
州
を
加
え
る
と
い
う
相
違
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
萬
貢
篇
の
九

州
と
夏
官
職
方
氏
の
九
州
と
は
、
「
九
州
」
と
い
う
数
は
同
じ
だ
が
、

そ
の
内
容
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
平
努
氏
に
よ
る
と
、

萬
貢
篇
の
九
州
は
「
戦
国
時
代
の
天
下
に
等
し
い
」
と
さ
れ
、
同

時
に
、
『
周
礼
』
の
九
州
も
「
戦
国
時
代
に
お
け
る
九
州
と
同
じ
領

域
で
あ
っ
た
。
」
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
氏
は
、
「
周
の
天
下
に
つ
い
で
ば
、
『
尚
書
』
萬
貢
は
九

州
の
名
称
と
具
体
的
地
名
を
挙
げ
、
」
（
上
掲
、
傍
点
は
引
用
者
）

と
し
て
萬
貢
篇
が
周
代
の
九
州
を
述
べ
た
と
す
る
が
、
同
じ
論
文

中
の
別
の
箇
所
で
は
「
周
の
天
下
を
論
じ
た
の
で
は
な
い
（
夏
の

天
下
を
論
じ
た
）
萬
貢
は
、
」
(
-
九
九
頁
、
傍
点
は
引
用
者
）
と

す
る
。
こ
れ
ら
の
主
張
は
互
い
に
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
り
、
筆
者

は
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
を
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
故
に
、
以
降
に
展
開
さ
れ
る
論
証
、
お
よ
び
『
周
礼
』
の

主
張
が
「
燕
の
正
統
観
に
適
合
的
に
な
っ
て
い
る
。
」
（
二

0
八
頁
）

と
の
結
論
の
是
非
を
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

あ
る
。
（
二

O
八
頁
）
（
注
27
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平
努
氏
は
、
『
周
礼
』
秋
官
司
隷
に
見
え
る
「
四
蛮
」
が
「
蛮
．

閲
・
夷
・
絡
」
の
総
称
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
ま
た
「
蛮
」
が
「
秋
」

で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
が
夏
官
職
方
氏
や
秋
官
象
脊
な
ど
に
見
え

る
「
秋
」
観
と
食
い
違
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
れ
は
極
め
て
興
味
深
い
指
摘
で
あ
り
、
『
周
礼
』
の
成
書
事
情

を
考
え
る
上
で
重
要
な
問
題
提
起
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
筆
者
が
追
検
証
を
試
み
た
範
囲
で
は
残
念
な
が
ら
、

氏
の
提
示
し
た
論
拠
の
み
に
よ
っ
て
『
周
礼
』
の
成
書
国
を
戦
国

燕
だ
と
認
め
る
こ
と
は
困
難
だ
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
「
楽
律
名

称
の
特
色
」
に
つ
い
て
の
検
証
な
ど
、
『
周
礼
』
を
燕
に
結
び
つ
け

る
論
拠
の
さ
ら
な
る
公
開
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

平
努
氏
に
よ
る
一
連
の
研
究
成
果
は
、
単
に
経
伝
の
成
立
時
期

を
再
検
討
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
先
秦
思
想
史
・
中
国

古
代
史
を
塗
り
替
え
ん
と
す
る
、
き
わ
め
て
大
規
模
か
つ
斬
新
な

再
構
築
の
試
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
を
た
だ
単
に
無
視
し

た
ま
ま
で
『
春
秋
』
『
左
伝
』
『
尚
書
』
『
周
礼
』
な
ど
の
資
料
を

取
り
扱
う
こ
と
は
、
現
状
で
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
資
料
を
用
い
て
中
国
史
・
思
想
史
を
研
究
す
る
者
は
、

お
わ
り
に

『
周
官
』
、
壁
中
所
得
六
篇
。
（
『
礼
記
』
孔
疏
引
『
六
芸
論
』
）

必
ず
平
努
氏
の
研
究
を
再
検
証
し
、
何
ら
か
の
評
価
・
対
応
を
行
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
氏
の
説
に
対
す
る
客
観
的
な
検
証
が
、
様
々
な

分
野
の
専
門
家
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

(
1
)

平
努
氏
「
序
説
」
（
『
東
洋
文
化
』
八
一
号
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
な
お
同
「
序
説
」
は
、
よ
り
明
示
的
に
「
『
周
礼
』
の
成
書
国
は

燕
、
『
尚
書
』
萬
貢
の
成
書
国
は
…
…
魏
で
あ
ろ
う
と
結
論
づ
け
ら
れ

た
。
」
と
断
定
す
る
(
-
四
頁
）
。

(
2
)
『
周
礼
』
出
現
の
経
緯
や
冬
官
散
逸
の
時
期
な
ど
に
つ
い
て
は
、

注

『
周
官
』
・
・
…
・
孝
武
帝
始
除
挟
書
之
律
、
開
献
書
之
路
、
既
出
於

山
巌
屋
壁
、
復
入
干
秘
府
。
五
家
之
儒
、
莫
得
見
焉
。
至
孝
成
皇

帝
、
達
オ
通
人
劉
向
・
子
歎
、
校
理
秘
書
、
始
得
列
序
、
著
千
『
録
』

『
略
』
。
然
亡
其
冬
官
一
篇
、
以
『
考
工
記
』
足
之
。
（
買
公
彦
「
序

周
礼
廃
興
」
引
「
馬
融
伝
」
）

漢
時
有
李
氏
、
得
『
周
官
』
。
…
…
上
於
河
間
献
王
、
独
悶
冬
官

一
篇
。
献
王
購
以
千
金
不
得
、
遂
取
『
考
工
記
』
以
補
其
処
、
合

成
六
篇
、
奏
之
。
（
『
隋
書
』
経
籍
志
）
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孔
安
国
所
献
『
礼
』
古
経
五
十
六
篇
、
及
『
周
官
経
』
六
篇
、
前

世
伝
其
書
、
未
有
名
家
、
（
『
後
漢
書
』
儒
林
伝
下
）

な
ど
の
所
伝
が
あ
り
、
互
い
に
矛
盾
す
る
。

(
3
)
も
し
、
秦
が
黒
帝
を
祭
祀
し
て
い
な
い
こ
と
が
黒
を
重
視
す
る
こ

と
の
あ
ら
わ
れ
な
ら
ば
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
べ
き
は
、
『
史
記
』
秦
始

皇
本
紀
や
封
禅
書
な
ど
に
見
え
る
、
秦
始
皇
が
黒
を
尊
ぶ
よ
う
定
め

た
と
の
記
事
で
あ
る
。
ま
た
『
史
記
』
暦
書
な
ど
に
よ
る
と
、
漢
高

祖
は
秦
の
水
徳
を
継
承
し
た
と
自
認
し
て
い
る
。
仮
に
『
周
礼
』
が

北
方
を
重
視
し
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
『
周
礼
』
が
秦
漢
期
に

成
立
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
の
可
能
性
も
緞
論
で
き
よ
う
。

『
史
記
』
に
よ
る
と
、
秦
が
黒
を
尊
ぶ
よ
う
定
め
た
の
は
始
皇
の

統
一
よ
り
以
後
で
あ
り
、
自
ら
を
水
徳
だ
と
し
て
火
徳
の
周
を
継
ぐ

立
場
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
統
一
前
の
戦
国
諸
国
す
べ
て

が
水
徳
を
自
認
し
て
黒
や
北
方
を
重
視
し
た
と
の
記
録
は
、
管
見
の

限
り
で
は
見
え
な
か
っ
た
。

(
4
)
た
だ
し
陳
深
は

若
夫
『
周
礼
』
六
職
、
先
王
設
五
職
以
存
体
、
而
虚
其
一
職
以
待

用
。
故
苛
空
有
官
而
無
職
、
蓋
自
唐
・
虞
已
然
゜

と
述
べ
る
に
止
ま
り
、
「
司
空
」
の
官
そ
の
も
の
を
否
定
は
し
な
い
。

(
5
)
問
題
の
伝
文
（
郊
子
の
発
言
）
を
、
箪
者
は
お
お
む
ね
下
記
の
よ

黄
帝
氏
は
官
名
に
雲
の
名
を
用
い
た
。
炎
帝
は
火
の
名
を
用
い
た
。

共
工
氏
は
水
の
名
を
用
い
た
。
大
陣
氏
は
龍
の
名
を
用
い
た
。
少

陣
氏
は
鳥
の
名
を
用
い
、
鳳
鳥
氏
は
暦
正
で
、
玄
鳥
氏
は
司
分
者
、

伯
趙
氏
は
司
至
者
、
青
鳥
氏
は
司
啓
者
、
丹
鳥
氏
は
司
閉
者
。
祝

鳩
氏
は
司
徒
、
賜
鳩
氏
は
司
馬
、
隋
鳩
は
司
空
、
爽
鳩
氏
は
司
寇
、

骰
鳩
氏
は
司
事
で
、
五
鳩
は
鳩
民
者
。
五
雉
は
五
工
正
、
九
思
は

九
農
正
で
あ
っ
た
。
額
瑣
よ
り
以
降
は
、
遠
い
も
の
の
名
を
用
い

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
卑
近
な
も
の
を
民
師

（
官
吏
）
の
名
に
用
い
る
よ
う
に
な
り
、
民
事
（
民
に
関
係
あ
る

こ
と
）
を
以
て
命
名
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
以
前
の
よ
う
に
は
）

で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

箪
者
に
は
、
「
結
局
こ
の
話
は
、
司
空
・
司
寇
両
者
は
、
分
け
て
官

の
系
列
を
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
話
に
な
っ

て
い
る
。
」
と
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

(
6
)
平
努
氏
は
「
宮
を
子
と
す
る
と
、
宮
と
商
（
寅
）
が
北
、
角
（
辰
）

は
東
、
徴
（
未
）
は
南
、
羽
（
酉
）
は
西
に
配
当
さ
れ
る
」
(
-
九
六

頁
）
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
「
商
（
寅
）
」
が
「
北
」
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
東
」
に
近
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
氏
の

主
張
に
は
初
歩
的
な
疑
問
を
呈
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
氏
は
、
「
曽
侯
乙
墓
編
鐘
に
示
さ
れ
た
各
国
の
楽
律
名
は
、
『
周

う
に
理
解
し
て
い
る
。
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礼
』
に
示
さ
れ
た
楽
律
名
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
利
用

す
る
と
、
『
周
礼
』
の
成
書
国
が
議
論
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
（
一

九
六
頁
）
と
提
案
す
る
。
し
か
し
氏
は
、
『
周
礼
』
所
見
の
楽
律
名
が

『
漢
書
』
所
見
の
楽
律
名
や
曽
の
楽
律
名
に
近
い
こ
と
を
示
し
、
ま

た
「
楚
の
楽
律
名
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
」
「
一
部
知
ら
れ
た
晋
・
斉
・

申
の
も
の
と
は
異
な
る
。
周
の
も
の
に
も
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
」
（
同

頁
）
と
指
摘
す
る
も
の
の
、
「
晋
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
の

は
示
唆
的
で
あ
る
。
」
（
同
頁
）
と
匂
わ
せ
る
以
上
に
は
厳
論
を
進
め

な
い
。
こ
の
た
め
、
「
楽
律
名
称
の
特
色
に
渚
目
し
て
み
た
結
果
、
『
周

礼
』
と
い
う
書
物
を
背
後
で
支
え
て
い
る
の
は
、
燕
の
正
統
蜆
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
。
」
（
二

0
八
頁
）
と
い
う
判
断
の
根
拠
は
、

不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。

も
し
『
周
礼
』
所
載
の
楽
律
名
が
曽
（
湖
北
省
）
の
も
の
に
近
く
、

曽
よ
り
北
方
に
あ
っ
た
晋
（
山
西
省
）
の
も
の
と
は
異
な
る
な
ら
ば
、

晋
よ
り
さ
ら
に
北
方
に
あ
っ
た
燕
（
河
北
省
）
と
『
周
礼
』
と
を
結

ぴ
つ
け
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
困
難
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
7
)
『
周
礼
』
の
楽
律
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
児
玉
憲
明
氏
「
『
周

礼
』
楽
律
解
釈
史
初
探
ー
|
'
鄭
注
の
位
置
ー
ー
＇
」
（
『
新
潟
大
学
人
文

科
学
研
究
』

69
、
昭
和
61
年
）
に
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(
8
)
『
中
国
古
代
の
予
言
書
』
（
講
談
社
現
代
新
書
、
二

0
0
0年
）
三

七
頁
以
降
な
ど
。

(
9
)
平
努
氏
に
よ
る
と
、
北
方
重
視
は
戦
国
諸
国
に
一
般
的
な
傾
向
で
、

『
周
礼
』
の
成
書
時
期
を
規
定
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
『
周
礼
』
成
書
国
が
い
わ
ゆ
る
中
原
か
ら
見
て
何
れ
の
方
位

に
属
す
る
か
は
、
『
周
礼
』
の
重
視
す
る
方
位
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。

(
1
0
)
『
礼
記
』
孔
疏
。
な
お
、
「
賓
公
」
の
「
書
」
は
比
較
的
早
い
時
期

に
亡
侠
し
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
『
周
礼
』
と
内
容
が
重
複
し

て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
1
1
)
漢
代
の
経
説
を
、
「
後
世
の
解
釈
」
と
し
て
一
概
に
否
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
説
苑
』
貴
徳
篇
は
「
孔
子
日
、
」
と
し

て
「
吾
於
甘
棠
見
宗
廟
之
敬
也
。
甚
尊
其
人
、
必
敬
其
位
。
」
な
る
評

を
引
く
が
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
こ
れ
は
、
最
近
公
開
さ
れ
た
『
孔

子
詩
論
』
（
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
↑
』
、
上
海

古
籍
出
版
社
、
二

0
0
一
年
）
の
第
二
十
四
簡
に
見
え
る
評
語
に
一

致
す
る
（
筆
者
は
該
書
に
よ
る
『
孔
子
詩
論
』
復
元
に
は
錯
簡
が
あ

る
と
考
え
る
者
だ
が
、
暫
く
は
該
書
の
配
列
に
従
い
簡
数
を
示
す
）
。

詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、
筆
者
は
こ
れ
ら
を
、
戦
国
中
期
の
解
釈
ま

た
は
テ
キ
ス
ト
が
、
前
漢
末
期
の
今
文
学
派
に
ま
で
継
承
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
資
料
だ
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
た
と
え
ば
、
漢
代
に

編
纂
さ
れ
た
『
礼
記
』
の
う
ち
、
少
く
と
も
細
衣
篇
が
戦
国
中
期
以

前
の
材
料
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
郭
店
楚
簡
『
細
衣
』
お
よ
び
上

海
楚
簡
『
細
衣
』
の
発
見
に
よ
っ
て
、
ほ
ぽ
確
実
と
な
っ
た
。

(
1
2
)
『
周
礼
』
が
重
視
す
る
と
い
う
「
秋
」
が
具
体
的
に
何
で
あ
る
の
か
、

平
努
氏
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
ま
た
、
『
周
礼
』
が
問
題
外
だ
と
し
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て
無
視
す
る
と
い
う
「
戎
」
が
何
者
な
の
か
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。

故
に
、秋

を
特
別
に
扱
い
、
戎
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
だ
か

ら
、
念
頭
に
お
く
べ
き
国
家
は
し
ぽ
ら
れ
て
く
る
。
燕
と
中
山
で

あ
る
。
(
-
九
九
頁
）

な
る
論
証
は
、
筆
者
に
は
全
く
理
解
で
き
な
い
。

(13)
『
周
礼
』
秋
官
司
隷
は
「
五
隷
」
や
「
四
蛮
之
隷
」
に
言
及
す
る
が
、

「
四
隷
」
な
る
称
は
『
周
礼
』
全
編
を
通
じ
て
見
え
な
い
。
一
九
七

頁
の
「
四
隷
」
は
「
四
蛮
之
隷
」
の
誤
だ
と
し
て
検
討
を
進
め
る
。

(14)
「
閲
隷
」
に
つ
い
て
同
様
の
記
述
を
欠
く
が
、
こ
の
点
に
何
ら
か
の

微
言
を
見
出
し
た
と
の
報
告
は
な
い
。
な
お
、
明
・
王
応
電
『
周
礼
伝
』

は
、
秋
官
罪
隷
の
「
其
守
王
宮
与
其
属
禁
者
、
如
蛮
隷
之
事
。
」
を
「
十

四
字
、
宜
属
閲
隷
、
誤
術
千
此
。
」
と
す
る
。
王
説
が
是
で
あ
ろ
う
。

(15)
前
掲
「
序
説
」
―
四
頁
は
、
『
周
礼
』
に
つ
い
て

代
の

そ
の
外
族
に
関
す
る
「
形
」
は
、
周
代
・
戦
国
時
代
い
ず
れ
に
つ

い
て
も
示
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
形
」
が
異
な
っ
て
い
た
。
『
左

伝
』
の
場
合
と
や
や
異
な
り
、
い
ず
れ
も
新
し
い
認
識
が
周
代
・

戦
国
時
代
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
『
尚
書
』
萬
貢
に
は
夏
代

の
「
海
内
」
と
外
族
、
戦
国
時
代
の
天
下
と
外
族
が
示
さ
れ
、
夏

「
海
内
」
は
天
下
の
一
部
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

『
周
礼
』
に
示
さ
れ
た
天
下
は
戦
国
時
代
と
同
じ
で
あ
り
、
し
か

も
外
族
の
表
現
の
仕
方
が
異
な
る
。
こ
れ
は
、
『
周
礼
』
の
成
書

国
が
中
原
一
帯
を
「
海
内
」
と
し
た
場
合
の
周
縁
に
位
置
す
る
た

め
、
そ
の
周
縁
ま
で
を
含
め
て
周
の
天
下
と
し
た
結
果
で
あ
ろ
う

と
述
べ
る
。

(16)

「
地
官
」
(
-
九
七
頁
）
は
「
春
官
」
の
誤
で
あ
ろ
う
。

(17)
院
元
や
孫
胎
譲
は
指
摘
し
な
い
が
、
地
官
師
氏
「
王
之
門
外
」
を

明
刊
初
宋
岳
珂
本
は
「
王
門
之
外
」
に
誤
る
。

(18)
た
と
え
ば
『
周
礼
』
天
官
内
司
服
「
楡
秋
関
秋
」
の
鄭
注
は
「
鄭

司
農
云
、
…
…
楡
秋
関
秋
、
画
羽
飾
。
…
…
玄
謂
、
狭
当
為
蛮
。
」
と

す
る
。
段
玉
裁
『
説
文
解
字
注
』
は
「
按
、
蛮
羽
、
経
伝
多
仮
秋
為

之
。
秋
人
字
、
伝
多
仮
蛮
為
之
。
」
と
述
べ
る
。

(19)
平
努
氏
は
、
夏
官
職
方
氏
が
「
秋
」
を
「
夷
」
「
蛮
」
「
閤
」
「
絡
」

「
戎
」
と
並
列
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
「
建
前
」
だ
と
し
て
、
秋
官

司
隷
が
「
蛮
」
を
「
蛮
」
「
閲
」
「
夷
」
「
絡
」
の
総
称
と
す
る
の
が
『
周

礼
』
全
体
を
貫
く
立
場
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
秋
官
象
脊
が
「
秋
」

を
「
蛮
．
夷
•
閲
・
絡
・
戎
」
と
並
列
す
る
こ
と
に
は
言
及
し
な
い
。

(20)
平
努
氏
は
、
『
尚
書
』
萬
貢
篇
の
成
書
国
を
戦
国
魏
だ
と
す
る
こ
と

に
関
連
し
て

『
尚
書
』
萬
貢
の
記
事
も
、
秋
を
特
別
に
扱
っ
て
い
る
。
五
服
を

述
べ
、
「
夷
」
「
蛮
」
に
言
及
す
る
が
、
「
戎
」
「
秋
」
は
な
い
。
（
一
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な
ど
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
『
今
文
尚
書
』
萬
貢
篇
に
取
材
し
た
と

考
え
ら
れ
る
『
漢
書
』
地
理
志
上
は
、
偽
孔
本
『
尚
書
』
萬
貢
篇
が

「
羽
吠
夏
蛮
」
と
作
る
箇
所
を
「
羽
吠
夏
秋
」
に
作
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
『
漢
書
』
が
参
照
し
た
『
尚
書
』
萬
貢
篇
は
「
秋
」
字
を
用

い
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
偽
孔
本
の
み
に
よ
っ
て
安
易
に
「
「
秋
」

は
な
い
。
」
「
「
秋
」
は
問
題
外
と
さ
れ
る
」
な
ど
と
言
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
ま
た
、
も
し
「
蛮
」
と
「
秋
」
と
を
同
一
視
す
る
の
な
ら
ば
、

『
漢
書
』
地
理
志
上
に
見
え
る
「
秋
」
字
に
ま
で
遡
ら
ず
と
も
、
偽

孔
本
『
尚
書
』
萬
貢
篇
に
お
け
る
「
蛮
」
字
の
存
在
を
直
ち
に
問
題

と
す
べ
き
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
の
問
題
に
つ
い
て
な
お
贅
言
す
る
な
ら
ば
、
現
行
本
『
周

礼
』
に
錯
簡
や
欠
損
が
多
い
こ
と
は
周
知
に
属
す
る
。
た
と
え
ば
夏

官
の
序
官
部
分
「
家
司
馬
、
各
使
其
臣
、
以
正
於
公
司
馬
。
」
な
ど
は
、

錯
簡
で
あ
る
こ
と
が
む
し
ろ
定
説
で
あ
る
（
孫
胎
譲
『
周
礼
正
義
』
）
。

ま
た
地
官
司
禄
・
夏
官
軍
司
馬
な
ど
、
「
職
責
」
全
体
を
欠
く
官
職
も

少
な
く
な
い
。
『
周
礼
』
の
ご
と
き
誤
脱
の
多
い
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て

「
微
言
」
を
追
求
し
、
特
に
、
テ
キ
ス
ト
中
に
特
定
の
用
語
・
表
現
が

「
な
い
」
こ
と
を
問
題
と
す
る
た
め
に
は
、
謡
論
を
始
め
る
た
め
の

前
提
と
し
て
、
よ
ほ
ど
慎
重
な
資
料
批
判
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

「
秋
」
は
問
題
外
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
(
-
九
九
頁
）

九
八
頁
）

(21)
前
掲
注

(12)
参
照
。

(22)
文
公
十
年
の
経
文
に
「
蕨
諮
」
が
見
え
る
が
、
疸
寧
や
杜
預
は
こ

れ
を
地
名
だ
と
す
る
（
『
公
羊
伝
』
の
経
文
は
「
屈
絡
」
に
作
る
）
。

な
お
、
『
公
羊
伝
』
『
穀
梁
伝
』
と
も
、
該
条
に
は
伝
を
付
さ
な
い
。

(23)
平
努
氏
は
、
『
『
史
記
』
ニ
ニ

0
0年
の
虚
実
』
（
講
談
社
、
二

0
0

0
年
）
に
お
い
て

「
越
」
と
総
称
さ
れ
る
人
々
は
、
長
江
流
域
欺
南
に
広
く
住
ん
で

い
た
。
（
六
四

S
六
五
頁
、
傍
点
は
引
用
者
）

と
述
べ
る
。

(24)
『
史
記
』
全
文
を
通
じ
て
、
秦
の
「
閲
中
郡
」
に
言
及
す
る
記
事
は

こ
れ
一
条
の
み
で
あ
る
。
ま
た
『
漢
書
』
地
理
志
が
挙
げ
る
秦
の
郡

中
に
「
閤
中
郡
」
は
見
え
な
い
。
王
国
維
は
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀

二
十
五
年
に
越
君
を
降
し
た
記
事
が
見
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
閲
中

郡
」
設
置
を
始
皇
二
十
五
年
と
す
る
が
、
当
該
記
事
は
「
王
剪
遂
定

荊
・
江
南
地
、
降
越
君
、
置
会
稽
郡
。
」
と
い
う
も
の
で
、
論
拠
と
は

な
ら
な
い
。
始
皇
の
統
一
以
前
に
「
問
中
」
な
る
呼
称
が
存
在
し
た

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
な
お
慎
重
な
考
証
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

『
周
礼
』
夏
官
職
方
氏
鄭
注
引
『
国
語
』
は
「
問
、
芋
蛮
突
。
」
と

す
る
が
、
現
行
本
『
国
語
』
鄭
語
は
「
蛮
、
芋
蛮
癸
。
」
に
作
っ
て
お

り
、
ま
た
平
努
氏
は
『
国
語
』
を
前
漢
文
帝
期
の
整
理
に
出
る
も
の

と
す
る
の
で
、
こ
れ
も
論
拠
と
は
な
り
得
な
い
。
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『
山
海
経
』
海
内
南
経
に
「
甑
居
海
中
。
閲
在
海
中
、
其
西
北
有

山
。
一
日
閲
中
山
在
海
中
。
」
と
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
「
桂
林
」
や

「
番
隅
」
に
も
言
及
し
て
お
り
、
秦
代
以
降
に
整
理
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

な
お
、
『
逸
周
書
』
職
方
解
は
『
周
礼
』
夏
官
職
方
氏
に
酷
似
し
て

お
り
、
夏
官
職
方
氏
と
同
様
の
九
州
を
列
挙
し
、
「
七
閻
」
「
六
秋
」

な
ど
も
挙
げ
る
。
し
か
し
平
努
氏
に
よ
る
と
、
『
周
礼
』
に
見
え
る
形

で
の
九
州
説
は
、
自
ら
の
正
統
親
を
示
す
た
め
燕
王
権
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
た
「
建
前
」
だ
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
平
努
氏
は
『
逸
周
書
』

を
、
『
漢
書
』
芸
文
志
に
見
え
る
「
周
書
」
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
汲

家
書
」
だ
と
す
る
（
『
史
料
批
判
研
究
』
五
「
克
殷
の
年
代
に
つ
い
て
」

一
九
五
頁
な
ど
）
。
つ
ま
り
、
氏
の
説
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
必
然
的
に

「
燕
の
正
統
観
を
示
す
文
献
が
戦
国
魏
王
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
」

と
の
結
論
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
、
氏
が
従
来
よ
り
主
張

し
て
い
る
「
戦
国
諸
国
間
の
正
統
抗
争
」
と
い
う
図
式
そ
の
も
の
に

矛
盾
す
る
帰
結
で
あ
ろ
う
。

(25)
平
努
氏
は
『
新
編
史
記
東
周
年
表
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九

五
年
）
に
お
い
て
、
越
の
滅
亡
を
前
二
五
七
年
頃
と
推
定
し
て
い
る
。

氏
の
所
説
に
従
う
な
ら
ば
、
『
周
礼
』
の
成
立
時
期
は
前
三
二
九
年
（
越

の
瑕
邪
遷
都
）
よ
り
前
二
五
七
年
頃
（
瑕
邪
越
の
滅
亡
）
の
間
、
約

七
十
年
の
範
囲
に
絞
ら
れ
よ
う
。

(26)
平
努
氏
の
所
説
に
従
う
と
、
『
春
秋
』
お
よ
び
三
伝
の
成
立
時
期
は
、

前
三
三
八
年
（
田
斉
に
お
け
る
鍮
年
称
元
法
の
採
用
）
よ
り
前
二
九

六
年
（
中
山
の
滅
亡
）
に
至
る
四
十
三
年
の
間
に
絞
ら
れ
る
。

(27)
正
な
る
「
方
三
千
里
」
に
対
す
る
反
、
お
よ
び
「
方
三
千
里
」
が

「
方
万
里
」
へ
と
止
揚
さ
れ
る
際
に
保
存
さ
れ
る
契
機
は
示
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
孔
疏
等
引
慮
植
説
に
よ
る
と
、
王
制
篇
は
前
漢
文

帝
が
「
博
士
諸
生
」
に
編
纂
さ
せ
た
文
献
で
あ
り
、
戦
国
時
代
の
成

書
に
出
る
も
の
で
は
な
い
。

(62) 


